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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成31年1月10日(2019.1.10)

【公開番号】特開2017-130535(P2017-130535A)
【公開日】平成29年7月27日(2017.7.27)
【年通号数】公開・登録公報2017-028
【出願番号】特願2016-8501(P2016-8501)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｋ   1/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｐ   3/04     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/74     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  21/00     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  21/14     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｋ    1/02     　　　Ｊ
   Ｈ０５Ｋ    1/02     　　　Ｐ
   Ｈ０１Ｐ    3/04     　　　　
   Ｈ０４Ｎ    5/74     　　　Ｚ
   Ｇ０３Ｂ   21/00     　　　Ｆ
   Ｇ０３Ｂ   21/14     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成30年11月22日(2018.11.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１配線と第２配線とを有する差動伝送線路を備え、
　前記第１配線は、直線状の配線からなる複数の第１直線部と、前記複数の第１直線部に
接続され、前記第１直線部の延びる第１方向に対して交差する方向に延びる直線状の配線
を含む第１迂回部と、を備え、
　前記第２配線は、直線状の配線からなる複数の第２直線部と、前記複数の第２直線部に
接続され、前記第２直線部の延びる第２方向に対して交差する方向に延びる曲線状の配線
を含む第２迂回部と、を備え、
　前記第１方向と前記第２方向とは、略平行であり、
　前記第１迂回部と前記第２迂回部とは、前記第１直線部および前記第２直線部に対して
同じ側に突出しており、
　前記第１迂回部が設けられた領域と前記第２迂回部が設けられた領域とは、前記第１方
向および前記第２方向において少なくとも一部が重なっている、プリント配線板。
【請求項２】
　請求項１に記載のプリント配線板であって、
　前記第１迂回部は、
　前記第１方向と略平行な方向に延びる直線状の配線からなる第３直線部と、
　前記第３直線部の一端と一の第１直線部とを接続し、前記第１方向に対して交差する方
向に延びる直線状の配線からなる第４直線部と、
　前記第３直線部の他端と他の第１直線部とを接続し、前記第１方向に対して交差する方
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向に延びる直線状の配線からなる第５直線部と、を備えた、プリント配線板。
【請求項３】
　請求項２に記載のプリント配線板であって、
　前記第１直線部と前記第４直線部とのなす角度、および前記第１直線部と前記第５直線
部とのなす角度は、１２０°以上、１５０°以下である、プリント配線板。
【請求項４】
　請求項２または３に記載のプリント配線板であって、
　前記第２迂回部は、
　前記第２方向と略平行な方向に延びる直線状の配線からなる第６直線部と、
　前記第６直線部の一端と一の第２直線部とを接続し、前記第２方向に対して交差する方
向に延びる曲線状の配線からなる第１曲線部と、
　前記第６直線部の他端と他の第２直線部とを接続し、前記第２方向に対して交差する方
向に延びる曲線状の配線からなる第２曲線部と、を備えた、プリント配線板。
【請求項５】
　請求項４に記載のプリント配線板であって、
　前記第１直線部の配線幅に対する前記第１直線部の中心線から前記第３直線部の中心線
までの距離の第１の比は、０．５以上、１．０以下である、プリント配線板。
【請求項６】
　請求項５に記載のプリント配線板であって、
　前記第２直線部の配線幅に対する前記第２直線部の中心線から前記第６直線部の中心線
までの距離の第２の比は、０．５以上、１．０以下である、プリント配線板。
【請求項７】
　請求項６に記載のプリント配線板であって、
　前記第１の比と前記第２の比とは略等しい、プリント配線板。
【請求項８】
　請求項１から７までのいずれか一項に記載のプリント配線板を備えた、情報通信装置。
【請求項９】
　映像情報を転送する情報転送装置と、前記情報転送装置により転送された前記映像情報
に基づいて光を投射するプロジェクターと、を備えた表示システムであって、
　前記情報転送装置および前記プロジェクターのうち少なくとも一方は、第１配線と第２
配線とを有する差動伝送線路を含むプリント配線板を備え、
　前記第１配線は、直線状の配線からなる複数の第１直線部と、前記複数の第１直線部に
接続され、前記第１直線部の延びる第１方向に対して交差する方向に延びる直線状の配線
を含む第１迂回部と、を備え、
　前記第２配線は、直線状の配線からなる複数の第２直線部と、前記複数の第２直線部に
接続され、前記第２直線部の延びる第２方向に対して交差する方向に延びる曲線状の配線
を含む第２迂回部と、を備え、
　前記第１方向および前記第２方向は、略平行であり、
　前記第１迂回部と前記第２迂回部とは、前記第１直線部および前記第２直線部に対して
同じ側に突出しており、
　前記第１迂回部が設けられた領域と前記第２迂回部が設けられた領域とは、前記第１方
向および前記第２方向において少なくとも一部が重なっている、表示システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明の一つの態様のプリント配線板において、前記第１直線部の配線幅に対する前記
第１直線部の中心線から前記第３直線部の中心線までの距離の第１の比は、０．５以上、
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１．０以下であってもよい。
　この構成によれば、迂回部の占有面積の増大を抑えつつ、特性インピーダンスの変動を
効果的に抑制することができる。
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